
 
 

審議会等の会議結果報告 

 

議事の内容  下記のとおり 

 

 

 

 

１ 会議名 第４回津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進委員会 

２ 開催日時 
平成３０年１１月１６日（金） 

午後２時から午後３時まで 

３ 開催場所 津市リージョンプラザ ２階第３会議室 

４ 出席した者の氏名 

（津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進委員） 

 三重弁護士会推薦弁護士 

三重弁護士会犯罪被害者支援センター委員長 片山 眞洋 

 津市自治会連合会 会長 生川 介彦 

 津市交通安全父母の会連絡協議会  桐生 陽子 

 中部電力株式会社津営業所 配電建設課長 山辺 太司 

 津警察署 生活安全課長 南川 育生 

 津南警察署 生活安全課長 臼井 邦裕 

 津地区防犯協会 副会長 小黒 敏克 

 津南生活安全協会 地域安全部会長 門口 信男 

 ＮＰＯ法人三重県防犯設備協会理事長 松吉 善弘 

（事務局） 

市民部次長 川邊 勝利 

市民交流課長 澤口 太 

市民交流課主幹 木田 実 

市民交流課主事補 大野 笑莉 

５ 内容 
（１）防犯カメラパイロット事業の進捗状況説明 

（２）防犯カメラ設置工事に必要な仕様等の検討 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 なし 

８ 担当 

市民部市民交流課管理担当 

電話番号 ０５９－２２９－３２５２ 

Ｅ－ｍａｉｌ 229-3252@city.tsu.lg.jp 
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第４回津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進委員会 

 

それでは、委員会を始めさせていただきます。 

当委員会は１０名の委員で構成されています。本日は、９名の出席をいただ

いておりますので、津市犯罪のない安全・安心なまちづくり条例第９条に定め

る委員会の開会に必要な委員数に達していることをご報告いたします。 

当推進委員会は、津市情報公開条例第２３条の規定に基づき公開とし、傍聴

席を設けております。議事録につきましても、ホームページで公開させていた

だきますので、ご承知のほどよろしくお願いします。 

また、今回の議事録署名人でございますが、名簿の順に従いまして南川委員

と小黒会長にお願いしたいと存じます。 

 なお、本日は傍聴希望者がいませんので、このまま会議を続けさせていただ

きます。 

それでは、これより先の議事進行は会長にお願いしたいと思います。 

小黒会長、よろしくお願いいたします。 

 

大変お忙しい中お集りいただきましてありがとうございます。本日は事項書

に基づいて会議を進めていきたいと思います。既に各地区の防犯カメラの設置

が進んでいるようでございます。より安心で安全なまちづくりを進めていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、「防犯カメラパイロ

ット事業の進捗状況説明」を事務局から説明をお願いします。 

 

防犯カメラパイロット事業の進捗状況説明に入ります前に、当委員会につき

ましては、約４か月の期間が開いておりますことから、これまでの経過を、ま

ず、ご説明させていただきます。 

恐れ入りますが、１ページのパワーポイントのカラーの資料をご覧ください。 

今後の津市の「防犯カメラ設置に関する推進施策」をご審議頂くため、平成３

０年３月６日に、第１回委員会を開催し、本市の防犯カメラに係る取り組みの

現状、三重県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインの説明等を行わ

せていただきました。 

そのような中、４月１３日にライオンズクラブ国際協会３３４－B 地区から５

台の防犯カメラの寄贈があり、４月１９日の第２回委員会で防犯カメラパイロ

ット事業の設置及び運用基準を定め、防犯カメラ設置対象者の募集を行いまし

た。 

その結果、１１団体、１５台の応募があり、７月５日に第３回の推進委員会に

おいて選考を行い、豊が丘地区自治会連合会、村主地区地域安全部会、新町地区

自治会連合会、津駅前ストリート倶楽部、誠之地区自治会連合会の５団体を選

定しました。 

また、今回の選定から外れた６位から１１位の団体も補欠登録とし、次回以

降の募集に際し優先して選定するものと決定しました。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、５団体の防犯カメラ設置の進捗状況について説明させていただ

きます。恐れ入りますが、２ページの「防犯カメラ設置進捗状況」をご覧くださ

い。 

○ 豊が丘地区自治会連合会につきましては、設置場所確認、必要書類受付、

中部電力申請、許可を経て、防犯カメラの設置は１１月１４日になりました。 

設置の写真は、別添のようになっており、市の街路灯（水銀灯）に道路占用の

許可を取得し取り付けました。ここは、団地に通ずる３本ある入り口の一つで、

通学路にもなっております。 

 

○ 村主地区地域安全部会につきましては、 

１１月８日（木）に防犯カメラ設置完了しました。 

設置の写真は、別添のようになっており、村主小学校の敷地内にある防犯灯

に設置しました。学校前の道路を写すようになっています。 

 

○ 新町地区自治会連合会につきましては、 

  １１月１５日（木）に防犯カメラ設置完了しました。 

設置の写真は、別添のようになっており、個人の電柱に設置しました。新町小

学校や津高校の通学路となっているところです。 

 

○ 誠之地区自治会連合会につきましては、 

  １１月１３日（火）に防犯カメラ設置完了しました。 

設置の写真は、別添のようになっており、私有地の防犯灯専用柱に取付けを

行いました。小学校、中学校の通学路で高架下の道が写るよう、その手前に設置

しました。 

 

○ 津駅前ストリート倶楽部につきましては、ＮＴＴ柱に添架希望というこ

とで、手続きをしておりましたが、ようやく許可をいただき、電力の引込工事許

可も得ましたので、１１月２１日に設置を予定しています。 

  

設置に関する事務手続き等につきましては、７月１３日に設置団体に対して、

防犯カメラの設置決定通知書を送付し、カメラ設置まで４か月から５か月の時

間を要する結果となっています。当初の見込みでは、９月ぐらいには設置完了

する見込みでありましたが、想定以上に時間がかかりました。 

時間を要した理由といたしましては、設置場所の自治会様や関係団体から防

犯カメラを設置することへの合意書、設置場所となる土地の所有者の同意書、

撮影範囲に含まれる土地や建物の所有者からの同意書をいただかなければなら

ないことや、設置団体において、設置・運用規定や防犯カメラの管理責任者や操

作取扱人を決めていただくのに時間を要し、申請書類の提出に遅れがあったこ

とも原因と考えられます。 

また、防犯カメラを設置する場所の選定が思いのほか難しく、その内容とし
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ては、電柱に取り付けることが無理であったり、電線の引き込み工事を行うこ

とが出来なかったり、契約等の問題で当初の要望場所に設置することが無理で

あることが、後から判明したりということで、調整が必要となるなど、時間を要

することとなりました。 

更に、現場確認や取付工事を行う場合も、自治会長様や業者様、土地の持ち主

様の都合を調整する必要もあり、工事につきましても天候に左右される点もあ

り、時間を要する一つであったと考えます。 

今後につきましては、この防犯カメラの試行運用を行う５団体から設置後の

状況聞き取り、アンケート調査や現地調査を行い、次回の３月に開催予定の第

５回の委員会に報告を行いまして、津市としての検討を行い、その後に施策等

の協議を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

先程の説明で何かご意見、ご質問はございますか。 

 

（ 意 見 な し ） 

 

それでは引き続き、「防犯カメラ設置工事に必要な仕様等の検討」を事務局か

ら説明をお願いします。 

 

では、引き続きまして、防犯カメラ設置工事に必要な仕様等の検討でござい

ますが、平成３０年６月１９日に個人様より、安全安心なまちづくりに役立て

てほしいと１００万円の寄附をいただいております。この寄附金につきまして

は、９月の議会で「犯罪のない安全なまちづくり寄附金」とし歳入補正を計上い

たしました。今後は、この寄附金を防犯カメラパイロット事業に活用すべく、前

回、７月５日の委員会において、防犯カメラパイロット事業に係る防犯カメラ

設置募集が１１団体あり５団体の設置団体を決定しましたが、その時点で６位

から１１位までについても決定しており、今回の寄附額から防犯カメラ２台は

設置できる見込みであることから、６位、７位の２団体に設置を行いたいと考

えております。 

 設置時期につきましては、未定ですが、防犯カメラ設置時に必要な仕様等に

ついて事前に委員の皆様方からのご意見をいただきたく、事務局案を提案させ

ていただきます。 

では、防犯カメラパイロット事業に係る防犯カメラの設置工事仕様書につい

て、ご説明いたします。恐れ入りますが仕様書をご覧ください。 

２の工事場所でございますが、６位の相生町自治会環境部会と７位の香良洲

防犯協会の 2 団体で、工事場所はそれぞれ、相生町地内、香良洲町地内と別添

のとおり、前回申請していただいた場所で想定しております。工期については、

現在、未定でございます。 

次に、カメラ等に関する機器についてでございますが、ライオンズ様から寄

贈いただいた５台と同等以上のものと考えておりまして、カメラや設置方法、



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置後のデータ利用方法などを同程度以上にできるよう、５の主要機器一覧表

と６のその他①から⑨の仕様としたいと考えております。 

  

No. 名称 数量 仕様 

１ 防犯カメラ ２ ・ＳＤカード対応機種（128GB 以上） 

・イメージセンサ  

1/2.7 インチ ２Mega ピクセル CMOS センサ 

                  程度以上 

・解像度 最大 1920(H)×1080(V)程度以上 

・赤外線照射距離 最大 18ｍ程度以上 

・画像圧縮方式  Ｈ264 またはＨ265 程度以上 

・電源 ＤＣ12Ｖ ＰＯＥ 

※ 防犯カメラは、上記を満たしＲＢＳＳ基準に

適合した「優良防犯機器」に認定されているもの 

２ ＳＤカード ２ １２８ＧＢ以上（ＣＬＡＳＳ１０） 

３ ＬＡＮケーブル ２ 防犯カメラから収納箱まで（地上までの長さ含む） 

４ 収納箱 ２ ノート型パソコン等へ繋ぐＬＡＮケーブル端子等

を格納し、屋外用金属製で施錠可能であること 

パソコンの電源を取れるコンセント及びブレーカ

ーを設置すること。 

５ 耐光性ステッカー ６ 「防犯カメラ作動中」 

５ 重要機器一覧表 

 

 まず、防犯カメラ本体につきましては、ＳＤカード対応している機種で１２

８ギガバイト以上のもの、解像度は最大１９２０×１０８０程度、夜間でも映

るよう赤外線照射距離は、最大１８メートル程度、イメージセンサは２．７分の

１インチ、２メガピクセル、シーモスセンサ程度のもの、画像圧縮方式はＨ２６

４または、Ｈ２６５対応のもの、電源は１２ボルト、ＰＯＥとし配線に使うＬＡ

Ｎケーブルを利用して電源を供給できるものとします。ＳＤカードにつきまし

ては、１２８ギガバイトでクラス１０のもの、収納箱につきましては、ノート型

パソコン等に繋ぐＬＡＮケーブル端子を格納し屋外用金属製で施錠可能なもの

であること、パソコンの電源を取れるコンセント及びブレーカーを設置するこ

と。 

防犯カメラ作動中のステッカーを貼付することとしています。 

６のその他につきましては、実際の作業にあたり具体的な指示項目等となっ

てございまして、 

①  工事に当たっては、現地等の調査確認を行うものとする。 

②  カメラの設置高は、別紙の取付け位置を参照とし、担当職員と協議を行

うこと（公道上に取付けの場合は４.５ｍ以上とする。） 
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事務局 

③  カメラ撮影方向等は、担当職員と協議のうえ取り付けるものとする。 

④  「防犯カメラ作動中」の耐光性ステッカーを鋼管柱等に目立つように貼

る。 

⑤  防犯カメラからＬＡＮケーブルを下ろし、高さ約２ｍの所に施錠可能な

屋外用金属収納箱を設置し、地上においてノートパソコン等で録画確認等

ができるものとする。 

⑥  保証期間は、納品検収後１年間とし、保証期間中に通常利用の中で故障

が生じた場合には、無償で修理又は交換を行うこと。 

⑦  工事終了後、操作説明を行い、簡易取扱説明書を作成すること。 

⑧  工事施工物に対して、防水、防風対策を行うこと。 

 

以上で説明を終わります。 

ご審議の方よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明に何かご意見、ご質問はございますか。 

 

この仕様書は防犯カメラパイロット事業として、今後設置する防犯カメラに

対する仕様書ですか？これから設置する場所が増えていくならば、同じ仕様書

になるということですか？ 

 

 防犯カメラパイロット事業に応じた仕様書となっております。 

 

 ＲＢＳＳ基準に適合したものと限定するのですか？ 

 

ＲＢＳＳ基準に適合したものにしたいと思います。 

ＲＢＳＳ基準を導入しているのは、国内メーカーで１０数社ございます。海

外のメーカーは入ってございません。 

海外製品でも、ＲＢＳＳ基準と同等品とするメーカーの証明書を添付するこ

とであれば認めるという案もありましたが、ＲＢＳＳ基準の認定項目が非常に

多く、具体的な同等の判断が困難となることが想定されることからＲＢＳＳ基

準を満たした機種とするここといたしました。 

また、前回ライオンズ様より寄贈いただいたカメラはＲＢＳＳ基準ではあり

ませんが、カメラの性能基準である画素数等は同等のものを仕様の基準に決定

させていただきました。 

この仕様につきましては、あくまで現時点での仕様でございますことから、

若干の変更もありえますのでご了承をお願いいたします。 

 

先程の説明で何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

（ 意 見 な し ） 



 
 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

それでは、「その他」について、事務局から説明をお願いします。 

 

次回の当委員会の開催予定でございますが、大変お忙しいところ申し訳ござ

いませんが３月を予定しております。 

先程もご説明させていただきましたが、今月中に５台の防犯カメラが稼働予

定であり、防犯カメラの試験的運用が始まります。１１月から２月までの防犯

カメラの運用について、各設置団体にご協力をいただき、アンケート調査や現

地調査を行っていく予定でございます。 

具体的には、各団体の防犯カメラ設置に関する住民の反応、そして設置によ

る効果、また、画像データの管理や画像利用の有無、画像の精度、その他、設置

に関して様々な課題や問題点の聞き取りも実施し当委員会に報告させていただ

きたいと考えております 

その後に、「防犯カメラのあり方」、「今後の防犯カメラの施策」、「設置・運営

要綱等」を検討していただければと考えております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

次回の委員会は３月に行われるということですが、なぜ年度末なのですか？ 

 

 防犯カメラを実際に１１月～２月に運用して、各団体の良かった点や問題点、

アンケート結果を３月の委員会で皆様にご報告したいと思っております。 

 

わかりました。それでは、本日の議事は全て終了ですが、最後に委員の皆様、

何かご意見ご質問はございませんでしょうか？ 

 

（ 意 見 な し ） 

 

ご意見、ご質問もないようですので、これをもちまして、第４回津市犯罪のな

い安全・安心なまちづくり推進委員会を閉会いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、円滑な議事進行にご協力いただき、誠にあ

りがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

 

本日は、大変お忙しい中ご審議いただき、誠にありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の委員会を終了いたします。 

お帰りの際には交通事故等には十分お気をつけてお帰りください。 

本日は誠にありがとうございました。 

 


